
計算書類に対する注記（社会福祉法人鵡川慶寿会） 

 

１．継続事業の前提に関する注記 

 該当なし 

 

２．重要な会計方針 

（１）有価証券の評価基準及び評価方法 

  満期保有目的の債権等         償却原価法 

上記以外の有価証券で時価のあるもの  決算日の市場価格に基づく時価法 

（２）固定資産の減価償却の方法 

  固定資産（リース資産を除く）     定額法 

  リース資産 

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  

リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法によっている。なお、平成２６年３

月３１日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。 

（３）引当金の計上基準 

  退職給付引当金 

職員の退職金支給に備えるため、掛金累計額に基づき計上している。 

賞与引当金 

   職員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度負担相当額（令和６年１２月から令和７

年３月、計４か月分）を計上している。 

 

３．重要な会計方針の変更 

 該当なし 

 

４．法人で採用する退職給付制度 

 独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び、北海道職員共済会退職金制度に加入し、会員出資金

を退職給付引当金に計上している。 

 

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式） 

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式） 

（３）拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式） 

  公益事業における拠点区分は１か所であることから、公益事業区分資金収支内訳表、公益事業区分

事業活動内訳表、公益事業区分貸借対照表内訳表は省略する。 

（４）各拠点区分におけるサービス区分の内容 

  ア 特養拠点区分（社会福祉事業） 

  （ア）法人本部 

  （イ）特別養護老人ホーム胆振東部鵡川慶寿苑 

  （ウ）短期入所 

  イ グループホーム拠点区分（社会福祉事業） 

  （ア）高齢者グループホームふきのとう 



  ウ 高齢者共同生活住宅拠点区分（公益事業） 

  （ア）高齢者共同生活住宅こごみ荘 

 

６．基本財産の増減の内容及び金額 

 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりです。（単位：円） 

基本財産の種類 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

土地 33,500,000 0 0 33,500,000 

建物 58,111,682 0 5,746,388 52,365,294 

合 計 91,611,682 0 5,746,388 85,865,294 

 

７．会計基準第３章第４（４）及び（６）の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩 

 該当なし 

 

８．担保に供している資産 

 該当なし 

 

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している

場合は記載不要。） 

 基本財産 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

土地 33,500,000 0 33,500,000 

建物 545,659,905 487,548,223 58,111,682 

合 計 579,159,905 487,548,223 91,611,682 

その他の固定資産 取得価額 減価償却累計額 当期末残高 

建物 38,462,498  33,462,766 4,999,732 

構築物 4,214,669  3,587,185 627,484 

機械及び装置 26,685,240  24,680,484 2,004,756 

車輛運搬具 16,878,700  15,993,196 885,504 

器具及び備品 70,499,336 57,992,360 12,506,976 

    

合 計 156,740,443 135,715,991 21,024,452 

 

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示してい 

る場合は記載不要。 

 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。 

資産の種類 債権額 
徴収不能引当金の 
当期末残高 

債権の当期末残高 

事業未収金 50,005,675 0 50,005,675 

未収補助金 5,724,239 0 5,724,239 

合 計 55,729,914 0 55,729,914 

 

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

 該当なし 

 



１２．関連当事者との取引の内容 

該当なし 

 

１３．重要な偶発債務 

該当なし 

 

１４．重要な後発事象 

 該当なし 

 

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受けが行われた場合には、その旨及び概要 

 該当なし 

 

１６．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らか 

にするために必要な事項 

該当なし 


